






⑩出展者が事務局の定める規定に違反もしくは事務局から是正するよう通知されたにもかかわらず、こ
　れを行わない場合、事務局はその違反物の撤去もしくはその他の措置を講ずることができるものとしま
　す。この場合、出展者は事務局に対し抗議もしくは何らかの請求をすることはできません。また、当該
　措置にかかった費用は出展者にご請求いたします。

⑪搬入・搬出期間中以外で車両を搬入・搬出することはできません。

④小間造作および展示物は、地震等によっても転倒・落下・移動等のないよう確実に固定・取り付けをし
　てください。違反または不完全な装飾がある場合には、取り壊していただくこともありますので、計画・
　設計に際して十分にご注意ください。なお、不明点がある場合は事前に図面等提出のうえ、ご相談く
　ださい。

⑤会場設備、基礎造作、他社の装飾および出品物等を破損した場合は、理由の如何にかかわらずすべて
　の責任をおとりいただきます。

⑥消火器・屋内消火栓・放水銃・自動火災報知設備・非常ベル・誘導灯等が装飾物等で隠蔽されないよう
　ご注意ください。また、これらの設備周辺には、それら設備の使用の妨げとなる陳列、工作物、その他
　の物品を置くことは禁止します。

⑦会期中に展示設備および装飾の変更をすることは、事務局の改善指示による場合を除き原則としてで
　きません。

⑧展示装飾および出品物を含むすべての物は、会場の天井・柱・壁等既存の構造（躯体等）から吊り下げ
　たり、これらにもたせかけたり、固定したりすることは禁止します。

⑨装飾にあたっては、なるべく再利用可能なパネルおよび備品類を活用し、廃棄物を極力生じさせないよ
　うご配慮ください。また省資源にご留意ください。

③天井構造設置に関する申請
　a）許可条件に該当する出展者についても、これらの構造を有する造作を設置する場合は必ず「天井の
　　位置・面積・材質を明記した平面図・立面図（断面図）」を用意のうえ、ご相談ください。消防上の指
　　導（構造の変更または煙感知器・消火器等の設置）があり、確認印を押した図面が返送されますの
　　で、指導に従ってください。
　b）確認印を受けた図面と申請書類を事務局にて確認いたします。なお、消防上の確認がとれた場合で
　　も、出展要項に記載された装飾規定に合致しない場合は、設計を変更していただく場合があります
　　ので、あらかじめご了承ください。
　c）上記申請については、事務局から一括して美浜消防署へ申請いたします。指定期日を過ぎた場合、
　　申請を受け付けられませんのでご注意ください。

無許可でこれらの構造を設置した場合は、ただちに消防署より撤去を命じられるこ
とがありますのでご注意ください。相談窓口および申請窓口につきましては、出
展要項にてご案内いたします。

注意
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●アンカー工事

①アンカーの打設を行う場合は、出展受理後に発行します出展要項の所定様式より申請を行ってください。
　また、打設位置図面を提出してください。なお、申請されても会場建築物の構造上またはその他の事
　情で、工事が許可されない個所もあります。あらかじめご了承ください。

②アンカー打設を行う場合は、会期終了後ただちに原状回復を行うことを条件とし、使用できるアンカー
　は、長さ80mm／太さ16mm以下のものとします。使用後、ホールインアンカーの頭部が床面より出て
　いる場合には、必ずサンダーにて切断してください。ハンマーによる打ち込みや、ガス溶断、引抜きは
　絶対にしないでください。アンカーの打設を行った場合は、出展者による原状回復とは別に、アンカー
　1本につき1,500円（税込1,650円）を補修費として申し受けます。

③禁止事項
　a）床面にコンクリート釘またはドライピット鋲を打ち込むこと。
　b）サッシ、壁面、柱面に穴を開けること。
　c）ピット蓋へのアンカーの打設ならびに鉄製のピット蓋へのベース等の溶接。

●原状回復

出展者が会場に工作を施した場合および会場内諸設備を損傷した場合は、6月29日（日）22:30までに完
全に原状回復しなければなりません。
回復が十分でなく、または期限までに回復が行われないため事務局が代わってこれを実施したときは、そ
の回復に要した費用は当該出展者に請求いたします。

●廃棄物処理

①展示品および装飾に関する廃棄物、使用済み資材や小間内および周辺のゴミは、出展者の責任におい
　て必ずお持ち帰りください。

②放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、清掃業者から出展者に請求いたします。請求された
　出展者は、請求書受領後ただちにお支払いください。
　※6月28日（日）22：30以降の放置資材は廃棄物として処理いたします。
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●電気について

電気工事は大変危険（火災や感電等）を伴う工事です。 二次側電気工事は必ず、 電気工事業者（都道
府県知事または経済産業大臣に届出済みの業者）が工事を行ってください。

◆展示館内の会場照明
　展示場の基本的一般天井照明の平均照度は約200ルクスです。

◆電気使用申込み手続き
　電気を必要とする出展者は、 出展受理後に発行します出展要項の所定様式より申請を行ってください。
　期日までに申し込みのなかった場合は、所要電力計画に組み込めず、電力供給はできません。

◆開閉器（ブレーカー）の設置
　電気供給幹線工事（一次側幹線工事）は、事務局において小間内の一端（原則として後壁）まで。
　※電源位置の希望がある場合は、出展受理後に発行します出展要項の所定様式より申請を行ってください。

◆電気の供給容量と工事負担について
　基本供給はありませんので、1.0kW毎に9,000円（税込9,900円）の一次側幹線工事費と、二次側電
　気工事費は出展者の負担となります。
　※1.0kWに満たない電気容量は1.0kWに切上げ計算します。

◆電気使用料と支払方法
　①電気使用料金
　　電気使用料金は会期中1.0kWにつき3,800円（税込4,180円）をご負担いただきます。
　②支払い方法
　　電気使用料金および一次側幹線工事費につきましては、会期終了後に飯田電機工業 （株）より請求
　　書をお送りいたしますので、請求書の指定期日までにお支払いください。
　　※1.0kWに満たない電気容量は1.0kWに切上げ計算します。

◆会期中の保守
　会期中は、電気保守要員が会場内事務局に常駐しております。小間内にて電気事故発生の際は、速
　やかに最寄りの事務局までご連絡ください。

◆供給電気種類
　供給電気方式は下記のとおりです。
　a）交流単相・100V・50ヘルツ
　b）交流単相・200V・50ヘルツ 
　c）交流三相・200V・50ヘルツ

◆電気工事施工上の注意
　①電気工事を行うすべての作業者は、作業中必ず電気工事法に基づく電気工事免状を携帯していな
　　ければなりません。
　②出展者側で施工する小間内電気工事は、すべて会期前までに必ず完了してください。なお、会期中
　　の電気配線工事は認めません。
　③ネオン設備の使用は禁止します（ただし低圧ネオン管を全面アクリルカバーのうえ、高さ2m以上に設
　　置する場合はこの限りではありません）。
　④100V照明関係等の配線は、1台が15A以上の器具については1回路毎に分岐し、その他は15A以下
　　毎に1回路とし、また分電盤の主幹もしくは分岐スイッチには必ず漏電ブレーカーを設けてくだ
　　さい。
　⑤施工にあたっては、火災またはその他の危険防止、人体または財物の損傷その他の事故防止につい
　　て万全の注意を払ってください（特に、来場者が触れられる範囲に照明等を設置するような場合は、
　　その設置位置や保護措置に十分ご配慮ください）。
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◆小間内への電気供給および時間
　電気供給時間は、 原則として6月25日（木）15：00（予定）から6月28日（日）17：30までとします（安全管
　理上、通電開始が遅れる場合があります）。

◆出展者による保護装置の設置
　電源異常および事故による停電、または電圧降下等（原因が特定できない場合も含め）によって出品物、
　装置、演出機材等を損傷した場合でも、事務局はその責任を負いません。各出展者は、事故防止の
　ために、十分な保護措置を施してください。

◆ブース通路側外壁面の照明について
　ブース通路側外壁面に照明器具を使用する場合は、壁面に密着した照明器具（アームスポット含む）を
　床面から2.7ｍ以上の位置に設置してください。  

◆電気供給について
　会期中は、作業用電源盤および会場内のメンテナンス用コンセントは使用できません。
　※設営時および搬出時は、会場内に設備された作業用電源盤を使用できます。

◆電気工事についての注意

会場設備・躯体に対する直接工事は、申請に基づいたアンカーの打設・切除を除き一切できません。ピ

ット内の作業は事務局が指定した工事業者が一括して行います。会場床面には電気・都市ガス・圧縮空

気・水道等を床下に配線・配管するためにピットが敷設されています。このピット内にはあらかじめ設計

し申請・許可された配線・配管工事が行われております。従って、事務局が指定した工事業者以外がピ

ット内作業をすることはできません。

●サイレントタイム

6月26日（金）10：00～14：00（サイレントタイム）は音楽を使用したイベント・実演・ステージパフォーマン
ス等は極力控えてください。商談や取材等を行いやすくする環境作りにご協力ください。

※高校生以下（高校生、中学生）の入場は禁止します。ただし、小学生、未就学児、乳幼児については保護者同伴にて入場可と
します。

●残業時間帯の作業について

原則、搬入出においては規定時間内に作業を行っていただけますようお願いいたします（会期中の搬入
出は一切禁止します）。

やむを得ず、規定時間外に作業を行う場合は必ず残業申請を行ってください。申請のない出展者の残業
はお断りします。

なお、残業時間帯においては展示に関する作業およびプレスカンファレンスに向けたリハーサルは許可い
たします。

その他、自社媒体への掲出であっても当該時間帯での一切の動画撮影および配信は禁止とします。
［残業対象時間］ 26日（金）18:00～20:00
 27日（土）18:00～20:00
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●実演

①パンフレットやノベルティ等の配布、出品物の説明のためのあらゆる行為、サイン会や抽選会をはじめ
　としたイベントの実施、アンケートの勧誘および記入といった各出展者が行うすべての行為を実演と呼
　びます。実演にあたっては、混雑整理･安全確保に十分配慮してください。

②実演を通路等共有スペースで行うことは、近隣の出展者の迷惑になるとともに、消防法にも抵触いたし
　ますので、一切禁止します。

③実演によって来場者が滞留する場合は、滞留者を自社小間内に収容し、出展者がこの整理にあたって
　ください。この際、通路に列を作っての整理は禁止します。

④事務局は、会場内の保全・管理、秩序の維持、その他安全のため支障があると判断した実演については、
　出展者に対し必要な措置をとることを命ずることがあります。

⑤出展者により必要かつ十分な措置が講じられないと事務局が判断した場合は、実演の制限または中止
　を命ずることがあります。

⑥展示小間以外では一切の実演はできません。

⑦実演によって強度の音響・熱気・じんあい・ガス・振動・その他が発生する場合は、あらかじめ防止措置
　をとり、来場者への安全を確保するとともに、他の出展者や会場に影響をおよぼさないよう十分配慮し
　てください。

⑧キャノン砲やスモークマシンの使用、これに類する演出は禁止します。

⑨ホーン（警音器）の試聴・実演は禁止します。

⑩生バンド演奏は禁止します。

⑪公序良俗の観点からキャンペーンガール等の衣装は過度な露出にならないようご配慮ください。
　また、入れ墨（タトゥー）等と見受けられる手法は誤解のないよう表記していただくなど、ご配慮ください。

⑫実演使用を目的として窒素ガスを持ち込む場合は、必ず転倒防止策に努めてください。

●刃物類に関して

当展示会では、銃砲刀剣類所持等取締法（「第二条 2」等）に該当しない刃物（ナイフ、包丁、鉈、斧な
ど）の展示や販売を行うに出展者様には、下記注意事項を遵守いただきますようお願いいたします。

①刃物の展示および販売を行う場合は、来場者が簡単に刃物を持ち出すことができないよう対策を必ず
　講じてください。

②ワークショップや刃物の性能等を確認する実演を行う場合は、来場者に対し怪我等の危険性がある旨
　を説明していただき、必ず事前承諾（誓約書等）を得ていただくようお願いいたします。
　また、ブース内で発生した怪我や事故は、出展者の責任となりますのでご注意ください。

③千葉県青少年健全育成条例に伴い、未成年に対する刃物の販売はご遠慮ください。ただし、保護者
　同伴の場合はこの限りではございません。

④展示・販売を予定している刃物類のご登録をお願いしております。登録は出展受理後に発行します出
　展要項の所定様式より申請を行ってください。

⑤銃砲刀剣類所持等取締法（「第二条 2」等）などに該当する刃物は展示・販売・持ち込みはできません。
　ただし、然るべき関係機関への許諾を得た刃物に限り、展示会場内での展示および販売を許可する
　場合がございます。

詳細については、出展受理後に発行します出展要項をご確認ください。

上記内容および出展要項記載の内容を遵守いただけなかった場合は、 展示・販売・実演をただちに中止
していただき、該当物品を撤去いただく場合があります。
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●音量規制

実演等に際し、音が発生する場合には、緊急放送等のアナウンスが聞こえるように、また来場者や近隣
の出展者等のクレームに対し音量を調整できるよう措置を施してください。実演に際し音響機材を設置す
る場合は、以下の点にご注意ください。

①音響機材の音量規制
　a）小間内のすべてのスピーカーは小間の内側に向けて設置してください。
　　スピーカーの中心線の延長が自社小間の境界線内に収まるようにしてください。

■側面から見た場合 ■上面から見た場合

自社小間境界線

スピーカー中心線

近接ブース

スピーカー
自社小間境界線

スピーカー中心線

近接ブース

床面

スピーカー

   b）スピーカーから発する音量は、近隣の出展者または、来場者等からクレームがあった場合、事務局の
　　指示に従いただちに音量を下げてください。
　　※事務局からの2回の警告に従っていただけなかった場合は、音響機材の使用停止や次年度以降の
　　　出展をお断りさせていただく場合がございます。

　c）ステージ等の実施については、実施時間や方法などを近隣の出展者間で調整のうえ、行うようにして
　　ください。

②その他の音量規制ＡＶ機器以外の、出品物自体などが発生する音についても、近隣の出展者または、来
場者等からクレームがあった場合は、事務局の指示に従いただちに音量を下げてください。

③ホーン（警音器）を鳴らすことは禁止します。

④ワイヤレスマイク等の無線機器の持込・使用を禁止ます。

●小間内の出展者常駐

出展者は、開場時間中は必ず小間内に常駐のうえ、来場者への対応・安全管理および出展物の管理にあ
たってください。
また会期中は、出展責任者が最後に自社小間内の安全を確認してからお帰りください。
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●出品物その他の管理

①事務局は最善の注意をもって会場内の保全管理にあたるものとします。

②出展者は自己の責任と費用において、搬入出および会期中の各自の出品物、その他の財物の管理を行
　ってください（盗難事故に対し十分予防措置を講じるとともに、開場時間中は、小間内にスタッフが常
　駐するようにしてください）。また、車内物品や夜間の車両の施錠についても、出展者の責任で管理し
　てください。

③事務局は自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他の不可抗力が原因による場合を含め、出
　品物その他の財物の損傷または盗難等これらに関する一切の事故について、 その責任を負いません。
　出展者は、出品物の輸送および搬入出中、会期中を含め、その保護について必要に応じ保険をかける
　などの適当な措置を講じてください。

④紛失事故等の予防のため、事務局では一切の物品のお預かり・保管をいたしません。特に、会期中の
　宅配便等につきましてもお預かりしませんので、物品等を会場に送付する場合は、送り状に展示ホー
　ル番号、小間番号、ご担当者の会場での問合せ先を必ずご記入のうえ、各出展者のブースで直接お受
　け取りください。

⑤盗難が発生したときには、ただちに最寄りの事務局に詳細をご連絡のうえ、所轄警察署に出展者各位
　にて届出を行い、現場検証を受けた後、保険会社への手続きを行うようにしてください。

●感染症対策について

風邪等ウイルス性の感染拡大予防にご協力をお願いいたします。

①発熱、咳、くしゃみ、全身痛、下痢などの症状がある場合は、必ずご来場の前に医療機関にご相談い
　ただき、指示に従って指定の医療機関にて受診してください。場合によっては入場をお断りします。

②手洗い、うがいの励行をお願いいたします。

③会場内に消毒用アルコールの設置をいたします。

④状況に応じて、入場制限を行う場合がございます。

⑤空調の使用や扉、窓の開放等により、会場内の換気を行います。

⑥会場にて万が一体調が悪くなった場合、我慢なさらずに速やかにお近くのスタッフにお声がけください。

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ
TOKYO DOG SHOW 2026
国際展示場　ホール○　小間番号○○○
表示名　○○○○
担当者名　○○○○

※備考欄に会場での連絡先（携帯等）をご記入ください。
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●関係者情報の登録について

安心、安全な環境づくりのため、防犯等の観点により会場内に入場するすべての関係者を管理していた
だくよう、ご協力をお願いいたします。

出展者の皆様には出展者パスを所持する関係者、搬入出リストバンドを着用する関係者情報を開催日ま
でに作成いただき、管理してください。記載漏れおよび内容の不備については出展者の責任となります
のでご注意ください。

●展示会開催の変更および中止

①事務局は、天災地変その他の不可抗力ほか、事務局の責に帰し得ない原因により、会期を変更または
　開催を中止・中断することがあります。

②前号の場合、事務局はこれによって生じた出展者・その他の者の損害について責任を負いません。

●イベント保険について

事務局は、搬入・会期・搬出の期間中、警備員を配置して会場内の整理および出展物の保全管理にあた
りますが、以下の各事故に対し事務局は一切の責任を負いかねますので、不測の事態に備え、出展各位
にて責任を負える体制を整えてください。

◆出展者各位が責を負うべき賠償責任事故。

◆出展者各位の出展物、造作、設備、商品等が火災、盗難、破損などにより損害を被る事故。

◆出展者ご自身の怪我。

◆不測の事態による展示会の中止または延期に伴う費用損害。

◆その他、主催者の責によらない事故。

●事故防止および責任

①出展者は、出品物の搬入出・展示・実演に際し、最善の注意を払い、事故防止に努めることとします。

②事務局は安全管理もしくは展示会の運営上必要があると認めたときには、出展者に対し、作業の中止、
　制限、その他出展者の負担で事故防止のために必要なすべての措置を命ずることができます。

③事務局は自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故についての一切の責任を負いません。

④出展小間内での出品物・装飾物の転落や落下、その他の事故につきましては、当該出展者の責任とな
　ります。安全管理には万全を期してください。万一、事故発生の際には、安全確保を行うと同時に速や
　かに事務局にご連絡ください。

⑤出展者は、出展案内および出展要項を遵守するものとします。

⑥出展案内および出展要項のいずれかに違反し、事務局から是正するよう通知されたにもかかわらず、
　出展者がこれに従わない場合には、出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置をとること
　ができるものとし、出展者はこれにつき事務局に対し異議を述べず、かつ何らの請求もしないこととし
　ます。

⑦本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第１審管轄裁判所と
　します。
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●出展者による出展の取り消し

①出展者からの出展申込み取り消し（キャンセル）は、事務局がこれを確認しない限り認められません。

②理由の如何にかかわらず、3月9日（月）以降のキャンセルにつきましては全出展料金の50％（税別）、
　4月1日（水）以降のキャンセルにつきましては全出展料金の100％（税別）のキャンセル料を申し受けま
　す。

①情報登録について
　ご登録いただいた情報につきましては、事務局（事務局業務に従事している業者を含む）および後援各
　社からの連絡事項や情報提供等に使用いたします。なお、第三者に許可なく情報提供はいたしません。  

②出展者各位における「個人情報」利用についての注意事項
　来場者等から個人情報を取得する場合は「個人情報保護法」に基づいた対応をお願いいたします。特
にアンケートや記帳等により個人情報を取得する場合は、利用目的を明記し、情報提供者に利用意思

　を確認してください（個人情報保護法に抵触しているなど、来場者から指摘があった場合は、実施方法
　の改善または、中止していただく場合がございます）。また、個人情報の収集・利用・保存・管理・廃棄
　は出展者各位の管理責任となります。事務局では、これら出展者各位で取得した個人情報に関して一
　切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  

●個人情報保護法について 

●諸費用の負担

①出展料については事務局の指定する期日5月29日（金）までにお支払いください。期日までにお支払い
　がない場合はキャンセルとみなし、出展をお断りいたします（キャンセル料が発生します）。

②電気・電話・その他追加申し込みなどをされた出展者は、別に定める手続きによってお申し込みいただき、
　展示会終了後にお送りする請求書によって7月末日までに所定料金をお支払いいただきます。

③出展物の輸送・搬入出・展示・実演・撤去その他出展者の行為に属する費用ならびに、出品物・出展者・
　損害賠償等に対する保険料は、すべて出展者の負担になります。

④法規制・関係省庁および事務局による指導に対する改善措置および出展の中止にかかわる費用はすべ
　て出展者の負担とし、出展者は事務局に対し、かかる措置について一切の賠償請求はできないものと
　します。
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●インボイス制度に関して

2023年10月1日より「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。  
所轄の税務署長に申請し、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格
請求書」等の保存が仕入税額控除 の要件となります。つきましては、弊社の適格請求書発行事業者登録
番号を下記の通り通知いたします。  

適格請求書発行事業者登録番号 
株式会社三栄 T6011101007349 

事務局は、必要と認めた場合、出展規定の一部を変更する場合があります。変更された規定内容につ
いては、出展受理後に発行します「出展要項」に記載いたします。

規定の変更

さらに詳しい出展規定につきましては、出展受理後に発行します「出展要項」をご覧ください。
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出展お申し込み方法
HOW TO APPLY

●お申し込み期間

※公式Webサイトよりお申し込みを行ってください。
※展示スペースに空きが発生した場合は申し込み期間を延長いたします。

※振込手数料は各社ご負担ください。

●出展料のお支払い
出展料につきましては、下記口座「株式会社三栄」宛にお振込みください。

りそな銀行 新都心営業部 （当座）０１１０５５１
みずほ銀行 高田馬場支店 （当座）０００２０２０
三井住友銀行 新宿支店 （当座）０２２９８７６

●返金について
国からの緊急事態宣言発出等があり、公的機関から開催中止を要請され、開催を中止した場合、出展
料金を全額返金致します。
なお、これに生じたすべての経費については、出展者の負担とし、事務局は責任を負いません。
天災地変その他の不可抗力ほか、事務局の責に帰し得ない原因により、会期を変更または開催を中止・
中断することがあります。この場合、出展料金の返金はいたしません。
また、事務局はこれによって生じた出展者・その他の者の損害について責任を負いません。

●キャンセル料金
以下の期日を過ぎたキャンセルの場合は、理由の如何を問わず既定のキャンセル料を申し受けます。
また、キャンセル料は出展受理書が届いている場合に発生します。なお、受理書が4月1日以降の発行の
場合、届き次第100%のキャンセル料金が発生いたします。
※2026年3月12日（金）までのキャンセルは、キャンセル料がかかりません。

2026年3月9日（月）以降のキャンセル  全出展料金の 50%（税別）

2026年4月1日（水）以降のキャンセル 全出展料金の100%（税別）

■事務局は以下に該当する場合、出展受理の取り消し、もしくは出展料受け取り後でも出展をお断りすることがあ
　ります。
　1. 出展料が指定期日までに振り込まれない場合
　2. ショーの目的に合致しない企業もしくは物品の出展であると事務局が判断した場合
　3. 理由の如何を問わず、事務局がその出展を不適当と判断した場合

■指定期日以降のキャンセル、もしくは指定期日までに出展料金のお支払いがない場合は、翌年以降のお申し込みは、
　お受けできない場合があります。

特記事項

◆第一次出展申し込み　2026年3月1日（日） 17：00まで
◆第二次出展申し込み　2026年4月15日（水） 17：00まで
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●出展・イベントについてのお問い合わせ
TOKYO DOG SHOW 運営事務局（株式会社三栄内）
E-mail： dogshow@tokyooutdoorshow.jp
TEL： 03-6773-5275
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1　
新宿スクエアタワー26階

お問い合わせ
CONTACT
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